
総務委員会 議案説明資料 

令和２年２月２６日 

件 名 頁 

１ 第９号議案 

足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 第１０号議案 

足立区職員定数条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

（ 政策経営部 ）



第 ９ 号 議 案 説 明 資 料 
令和２年２月２６日 

件 名 
足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 

所管部課名 

政策経営部 ＩＣＴ戦略推進担当課 

区民部 納税課、国民健康保険課、高齢医療・年金課 

高齢者施策推進室 介護保険課 

足立保健所 感染症対策課 

内 容 

１ 改正内容 
「足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」にお

いて、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する必要な事項を定

めているが、以下の理由により、条例に事務及び特定個人情報を追加す

るための改正を行う。 

（１）令和２年４月１日より、区民部に特別収納対策課を新設し、地方税、

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料（以下「四公

金」という。）について、庁内連携により滞納整理に関する事務を一元

化して行うため。

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感

染症法」という。）の入院の勧告等に関する事務について、今般、法令

の内容を精査した結果、条例及び規則を整備する必要があったため。 

２ 改正の概要 

（１）新設の特別収納対策課で実施する四公金の債権一元管理の際、滞納

整理の地方税関係情報等を収集・把握するために必要な特定個人情報

を新たに条例別表２に追加する。

（２）「感染症法による入院の勧告、措置又は延長に関する事務」を新たに

条例別表１に追加し、条例別表２の該当箇所を変更する。 

（３）「感染症法による費用の負担に関する事務」で利用する特定個人情報

に、地方税関係情報を新たに条例別表２に追加する。 

（４）「感染症法による診療報酬の支払に関する事務」を新たに条例別表１

に追加する。 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

改正概要（１）は令和２年４月１日から施行する。 

改正概要（２）～（４）は公布の日から施行する。 

今後の方針 
関係する条例施行規則等について、必要な規定整備を行うとともに、所

属長及び職員に対して、周知を図っていく。 
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足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

付 則 （略）

○足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

付 則 （略）

付 則（令和 年 月 日条例第  号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定（同

表２区長の部、３区長の部及び１５区長の部に係る部分に限る。）は、

令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

機関 事務 

1～16 略 

（新設） 

（新設） 

17 区長 略 

別表第１（第３条関係） 

機関 事務 

１～16 略 

17 区長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成 10年法律第 114号）による入院の

勧告、措置又は延長に関する事務であって規則で

定めるもの 

18 区長 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律による診療報酬の支払に関する事務であ

って規則で定めるもの 

19 区長 略 

別 紙 
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改正前 改正後 

別表第２（第３条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 略 略 

２ 区長 国民健康保険法による

保険給付の支給、保険料

の徴収又は保健事業の

実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護法（昭和 25 年

法律第 144 号）による保

護の決定及び実施、就労

自立給付金の支給又は

徴収金の徴収に関する

情報（以下「生活保護関

係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって

規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平成

17 年法律第 123 号）に

より行われる居住地特

例に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

別表第２（第３条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 略 略 

２ 区長 国民健康保険法による

保険給付の支給、保険料

の徴収又は保健事業の

実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護法（昭和 25 年

法律第 144号）による保

護の決定及び実施、就労

自立給付金の支給又は

徴収金の徴収に関する

情報（以下「生活保護関

係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって

規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平成

17 年法律第 123 号）に

より行われる居住地特

例に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
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改正前 改正後 

３ 区長 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期

高齢者医療給付の支給

又は保険料の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和

24 年法律第 283 号）に

規定する身体障害者に

関する情報（以下「障が

い者関係情報」という。）

であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

地方税法その他の地方

税に関する法律及びこ

れらの法律に基づく条

例による地方税の賦課

徴収に関する情報（以下

「地方税賦課徴収関係

情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

高齢者の医療の確保に

関する法律による保険

料の徴収に関する情報

であって規則で定める

もの 

介護保険関係情報であ

って規則で定めるもの 

３ 区長 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期

高齢者医療給付の支給

又は保険料の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和

24 年法律第 283 号）に

規定する身体障害者に

関する情報（以下「障が

い者関係情報」という。）

であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 
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改正前 改正後 

中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって

規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

介護保険関係情報であ

って規則で定めるもの 

国民年金法（昭和 34 年

法律第 141号）による障

害基礎年金の支給に関

する情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による

被保険者の資格に関す

る情報であって規則で

定めるもの 

国民健康保険法による

保険給付の支給 に関す

る情報であって規則で

定めるもの 

中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって

規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

介護保険関係情報であ

って規則で定めるもの 

国民年金法（昭和 34 年

法律第 141号）による障

害基礎年金の支給に関

する情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による

被保険者の資格に関す

る情報であって規則で

定めるもの 

国民健康保険法による

保険給付の支給又は保

険料の徴収 に関する情

報であって規則で定め

るもの 

地方税賦課徴収関係情

報であって規則で定め

るもの 

6



改正前 改正後 

４ 区長 ～ 

14 区長 

略 略 

15 区長 介護保険法による保険

給付の支給又は保険料

の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

16 区長 ～ 

35 区長 

略 略 

４ 区長 ～ 

14 区長 

略 略 

15 区長 介護保険法による保険

給付の支給又は保険料

の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

地方税賦課徴収関係情

報であって規則で定め

るもの 

国民健康保険法による

保険給付の支給又は保

険料の徴収に関する情

報であって規則で定め

るもの 

高齢者の医療の確保に

関する法律による保険

料の徴収に関する情報

であって規則で定める

もの 

16 区長 ～ 

35 区長 

略 略 
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改正前 改正後 

36 区長 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律（平成 10

年法律第 114号）による

入院の勧告 又は措置 に

関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

37 区長 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律による費

用の負担に関する事務

であって規則で定める

もの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

38 区長 略 略 

39 区長 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律による診

療報酬の 審査 に関する

事務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

40 区長 ～ 

46 区長 

以下略 以下略 

36 区長 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律 による入

院の勧告 、措置又は延

長 に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

37 区長 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律による費

用の負担に関する事務

であって規則で定める

もの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

38 区長 略 略 

39 区長 感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律による診

療報酬の 支払 に関する

事務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 

40 区長 ～ 

46 区長 

以下略 以下略 
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第 １０ 号 議 案 説 明 資 料 

令和２年２月２６日 

件 名 足立区職員定数条例の一部を改正する条例 

所管部課名 政策経営部 政策経営課 

内 容 

職員定数の変動に伴い、以下のとおり足立区職員定数条例を改正する。 

１ 改正内容（第２条関連） 

旧 新 増減 

(1)区長の事務部局の職員 ２，３８２人 ２，４１７人 ３５ 

(2)議会の事務部局の職員 １６人 １６人 

(3)教育委員会の事務部局の職員 ８１７人 ８２１人 ４ 

(4)教育委員会の所管に属する学校の

職員
２人 ０人 △２

(5)選挙管理委員会の事務部局の職員 １２人 １１人 △１

(6)監査委員の事務部局の職員 ８人 ８人 

(7)農業委員会の事務部局の職員 ２人 ２人 

合    計 ３，２３９人 ３，２７５人 ３６ 

《参考》 

旧 新 増減 

公社等派遣定数 ３４人 ３３人 △１

足立区総定数 ３，２７３人 ３，３０８人 ３５ 

２ 施行年月日 

令和２年４月１日 

今後の方針 今後も、適正な組織編成と定数管理を行っていく。 
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